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予防接種 対象者 回数 接種費用および助成金額 接種方法および申請方法 実施期間

インフルエンザ注1 満65歳以上注2 年1回 無料 直接委託医療機関へ申込む注5 令和8年10月～
令和9年1月

新型コロナ
ウイルス感染症 満65歳以上注2 年1回

自己負担額：7500円
（自己負担額は変更する場合があります。
広域7町以外の医療機関は自己負担額が
異なる場合があります。）

生活保護を受けている
世帯については無料

接種前に手続きが必要

直接委託医療機関へ申込む注5 令和8年10月～
令和9年3月

帯状疱疹ワクチン

65歳以上注3の5歳きざみの人で
今までに帯状疱疹ワクチンを接種していない人

〈令和8年度対象者生年月日〉
� 65歳：昭和36年4月2日～昭和37年4月1日
� 70歳：昭和31年4月2日～昭和32年4月1日
� 75歳：昭和26年4月2日～昭和27年4月1日
� 80歳：昭和21年4月2日～昭和22年4月1日
� 85歳：昭和16年4月2日～昭和17年4月1日
� 90歳：昭和11年4月2日～昭和12年4月1日
� 95歳：昭和� 6年4月2日～昭和� 7年4月1日
100歳：大正15年4月2日～昭和� 2年4月1日

生ワクチン：1回

組換えワクチン：2回

自己負担額
生ワクチン：4,000円
組換えワクチン：10,000円／回
（広域7町以外の医療機関は自己負担額が
異なる場合があります。） 対象年齢の人には案内通知を郵送

します。
直接委託医療機関へ申込む注5

令和8年4月～
令和9年3月

肺炎球菌

満65歳注2で、
今までに肺炎球菌ワクチンを接種していない人 1回

自己負担額：5,000円
（広域7町以外の医療機関は自己負担額が
異なる場合があります。）

65歳以上の人で、
定期接種の対象とならない人 2回目以降も可注4 接種費用の2分の1

（上限5,000円）

接種後3か月以内に保健センター
へ助成金交付の申請手続きを行う
〈手続きに必要なもの〉
予診票、ワクチン接種を証明する領
収書、振込先がわかるもの

定
期
予
防
接
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成人の予防接種

任
意
予
防
接
種

注1：高用量インフルエンザHAワクチンについては、詳細が決まり次第、広報等でお知らせします。
注2：�ただし、60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能

の障害があり、日常生活がほとんど不可能な人（障害者手帳1級程度）
注3：�ただし、60歳以上65歳未満の人で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な人
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予防接種 対象者 回数 接種費用および助成金額 接種方法および申請方法 実施期間

インフルエンザ注1 満65歳以上注2 年1回 無料 直接委託医療機関へ申込む注5 令和8年10月～
令和9年1月

新型コロナ
ウイルス感染症 満65歳以上注2 年1回

自己負担額：7500円
（自己負担額は変更する場合があります。
広域7町以外の医療機関は自己負担額が
異なる場合があります。）

生活保護を受けている
世帯については無料

接種前に手続きが必要

直接委託医療機関へ申込む注5 令和8年10月～
令和9年3月

帯状疱疹ワクチン

65歳以上注3の5歳きざみの人で
今までに帯状疱疹ワクチンを接種していない人

〈令和8年度対象者生年月日〉
� 65歳：昭和36年4月2日～昭和37年4月1日
� 70歳：昭和31年4月2日～昭和32年4月1日
� 75歳：昭和26年4月2日～昭和27年4月1日
� 80歳：昭和21年4月2日～昭和22年4月1日
� 85歳：昭和16年4月2日～昭和17年4月1日
� 90歳：昭和11年4月2日～昭和12年4月1日
� 95歳：昭和� 6年4月2日～昭和� 7年4月1日
100歳：大正15年4月2日～昭和� 2年4月1日

生ワクチン：1回

組換えワクチン：2回

自己負担額
生ワクチン：4,000円
組換えワクチン：10,000円／回
（広域7町以外の医療機関は自己負担額が
異なる場合があります。） 対象年齢の人には案内通知を郵送

します。
直接委託医療機関へ申込む注5

令和8年4月～
令和9年3月

肺炎球菌

満65歳注2で、
今までに肺炎球菌ワクチンを接種していない人 1回

自己負担額：5,000円
（広域7町以外の医療機関は自己負担額が
異なる場合があります。）

65歳以上の人で、
定期接種の対象とならない人 2回目以降も可注4 接種費用の2分の1

（上限5,000円）

接種後3か月以内に保健センター
へ助成金交付の申請手続きを行う
〈手続きに必要なもの〉
予診票、ワクチン接種を証明する領
収書、振込先がわかるもの

注4：�5年以内に再接種する場合は、副反応が強くなる事がありますので、再接種にあたっては主治医とよく相談し
てください。

注5：�町外の医療機関で接種を希望される人は、書類などが必要になる場合がありますので、事前に保健センターへ
お問い合わせください。


